退　職　合　意　書
株式会社　　　　　（以下「甲」という。）　　　　　（以下「乙」という。）は，乙が甲を退職する場合の取扱いについて，以下のとおり合意する。
１　甲と乙は，本日付で，乙が甲を一身上の都合で退職することに合意した。

２　甲は，平成　　年　　月　　日限り，平成　　年　　月分の給与として、金　　　　　円から公租公課を控除した残額を乙の給与振込口座に支払う。

３　乙は，甲に対し，健康保険被保険者証およびその他乙が保管する甲の所有物の一切を，平成　　年　　月　　日限り，甲に引き渡す。

４　甲と乙は，今後，相手方の名誉信用を毀損するおそれのある行為を一切行わないものとする。

５　甲と乙は，本合意書の締結に至る経緯，本合意書の内容を第三者に一切明らかにしない。

６　甲と乙は，本合意書に定めるものの外，両者間に何らの債権債務が存在しないことを確認する。
平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

甲　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙　
